
 

 

大阪市立西成区民センターについて、大阪市区役所附設会館条例（昭和 40年大阪市

条例第 50号）第 10条の３第４項の規定に基づき、次表のとおり利用料金の額の変更を

承認したので、同条第５項の規定に基づき公告する。  

令和８年３月 31日  

大阪市長   横  山  英  幸   

附属設備利用料金  

令和９年１月１日以降の利用分                     （単位円） 

使用場所  品  名  単  位  区分  利用料  

ホール  

拡声装置Ａ (マイク 1本付 ) 一  式  

午前、午後、

夜間各１回に

つき※  

1,650 

ワイヤレスマイク（マイク 1本付） 一  式  1,050 

調光設備  一  式  1,050 

ボーダーライト  １  列  550 

ホリゾントライト  １  列  550 

シーリングスポット  １  台  350 

サイドフロントスポット  １  台  350 

フットライト  １  列  1,050 

ピンスポット  １  台  400 

スポットライト  １  台  350 

グランドピアノ  １  台  2,750 

会議室２－１  拡声装置Ｂ（マイク 1本付）  一  式  950 

１階、２階  

給湯室  
ガスコンロ  １  台  150 

共  通  

マイク  １  本  350 

ビデオプロジェクター  １  台  550 

持込設備電源使用料  １ｋｗ  １時間につき  200 

大阪市告示第464号



※「午前・午後」、「午後・夜間」を利用の場合は２回、「全日」利用の場合は３回とな

る。この表において「午前」とは午前９時 30分から午後０時 30分まで、「午後」とは

午後１時から午後５時まで、「夜間」とは午後５時 30分から午後９時 30分までをい

う。  

（西成区役所市民協働課）  
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